
州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て

田

島

裕

1 

は
じ
め
に

(1) 

課
題
の
設
定

ア
メ
リ
カ
法
は
「
企
業
法
学
」
の
主
要
科
目
の
一
つ
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
ほ
と
ん
ど
全
部
の
法
領
域
に
研
究
の
手
が

付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
州
際
通
商
条
項
」
は
最
も
重
要
な
規
定
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
格
的
な
研
究
が
ま
だ
な
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
の
よ
う
な
単
一
法
制
度
に
は
関
係
の
な
い
ア
メ
リ
カ
法
の
二
元
性
に
関
係
す
る
条
項
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

そ
の
条
項
に
関
係
す
る
判
例
の
数
が
数
万
件
に
も
及
ぶ
た
め
論
文
に
ま
と
め
に
く
い
こ
と
な
ど
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

の
研
究
は
ア
メ
リ
カ
法
研
究
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
放
置
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
い
う
「
州
際
通
商
条
項
」
と
は
、
合
衆
国
憲
法
第
一
条
八
節
三
項
の
規
定
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
規
定
は
、
連
邦
議
会
が
「
外

州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て

。



。

閣
と
の
通
商
並
び
に
各
州
問
お
よ
び
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
部
族
と
の
間
の
通
商
を
規
制
す
る
」
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
連
邦

法
の
立
法
管
轄
は
非
常
に
制
限
さ
れ
て
い
〈
引
が
、
現
行
の
連
邦
法
の
多
く
は
、
こ
の
条
項
を
非
常
に
拡
張
し
、
か
つ
弾
力
的
に
解
釈
し
、

こ
れ
を
基
礎
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
る
法
律
問
題
が
、
州
法
の
問
題
で
は
な
く
連
邦
法
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
、
連
邦
の

行
政
・
司
法
の
規
捧
に
従
う
べ
き
も
の
と
す
る
た
め
に
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
理
論
的
に
は
、
現
実
に
「
自
由
競
争
」
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
通
商
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
取
り
除
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
通
商
規
制
が
、
本
当
に
そ
の
目
的
を
達
成
し
て
い
る
か
否

か
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

(2) 

「
通
商
」
の
定
義

具
体
的
な
論
考
に
入
る
前
に
、
前
提
と
な
る
一
般
的
な
こ
と
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
憲
法
制
定
当
時
の
麗
史
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
「
州
際
通
商
条
項

Q
E
2
m
g
Z
2
5
E号
完
)
L

は
最
も
多
く
の
議
論
を
呼
ん
だ
憲
法
条
項
で
あ
れ
叫
。
議
論
は
多
岐
に
わ
た
る

一
般
的
に
は
、
北
部
諸
州
の
利
益
と
南
部
諾
州
の
利
益
の
対
立
で
あ
っ
た
と
み

て
よ
い
。
北
部
諸
州
は
、
戦
争
に
備
え
て
連
邦
政
府
が
筆
隊
を
維
持
し
、
統
一
通
貨
を
発
行
し
、
財
政
的
な
基
礎
を
確
保
す
る
た
め
連
邦

の
で
全
部
を
一
つ
一
つ
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

政
府
が
利
権
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
南
部
諸
州
は
、
貿
易
に
関
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
を
独
立
後
も

強
化
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、

ま
た
農
場
経
営
の
た
め
に
黒
人
奴
隷
を
買
い
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
州
際
通
商
条
項
に
よ
る
規
制

を
名
目
に
し
て
、
連
邦
政
府
は
こ
れ
ら
の
南
部
の
在
り
方
を
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
と
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
、
政
治

的
な
妥
協
に
よ
っ
て
暗
黙
の
合
意
が
作
ら
れ
、
連
邦
議
会
の
権
限
の
一
っ
と
し
て
州
際
通
商
の
規
制
権
限
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
妥
協
の

結
果
、
憲
法
の
条
文
の
上
で
は
「
通
商

(
8
5
5
2
2ご
の
定
義
を
せ
ず
、
将
来
の
具
体
的
な
事
件
ご
と
に
判
断
す
る
と
い
う
方
針
が
と



ら
れ
た
。

第

州、i
際
通
商
条
項
は

般
条
項
で
あ
る
か
ら

そ
れ
だ
け
に
そ
の
憲
法
解
釈
が
重
要
で
あ
る
が
、
「
連
邦
法
と
州
法
の
二
元
性
」

の
観
点
か
ら
、
連
邦
の
権
限
と
州
の
権
限
と
を
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
に
関
す
る
考
患
が
そ
の
解
釈
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、

一
八
二
四
年
の
の
5σ
。
E
J〉
C
包

-g判
決
の
中
で
、
州
際
通
商
条
項
で
使
わ
れ
て
い
る
「
通
商

(
2
8日
号

2)」

と
い
う
文
言
は
、
「
交
通
(
昨
日
誌
の
こ
、

つ
ま
り
、
商
品
の
移
動
を
意
味
す
る
が
、
「
交
通
L

は
J
交
流
(
山
口
同
向
。
。
再
認
)
L

と
同
義
で
あ
る

そ
の
結
果
、
諸
判
例
に
お
い
て
、
単
な
る
人
の
移
動
や
情
報
の
電
送
に
つ
い
て
ま
で
、
連
邦
の
規
制
権
限
が
及
ぶ
も
の
と
解

釈
さ
れ
る
に
い
た
る
。

と
理
解
し
、

一
般
条
項
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
と
き
ど
き
の
時
代
精
神
と
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
が
そ
の
解
釈
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ

ソ
l
シ
ャ
ル
・
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
時
代
の
裁
判
官
た
ち
は
、
「
通
酪
」
を
「
生
産
」
と
区
別
し
て
い
た
し
、
「
取
引
契

約
」
を
規
制
す
る
考
え
は
一
九
世
紀
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

る
。
た
と
え
ば
、

一
九
一
一
一
七
年
以
降
に
は
、
そ
の
基
本
思
想
が
は
っ
き
り
否
定
さ
れ
、
連

邦
政
府
の
積
極
的
行
政
が
肯
定
さ
れ
る
に
い
た
る
が
、
現
在
に
お
い
て
も
、
「
州
際
通
商
L

と
い
う
概
念
に
明
確
な
定
義
は
与
え
ら
れ
て
い

な
い
。
後
に
詳
し
く
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
と
き
ど
き
の
状
況
に
応
じ
て
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
思
想
に
よ
り
弾
力
的
に
解
釈
さ
れ

て
き
た
。

第
三
に
、
州
際
通
商
条
項
そ
の
も
の
は
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
取
引
」
や
「
外
国
と
の
取
引
」
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、

そ
の
規
制
は

合
衆
国
内
で
行
わ
れ
る
通
商
の
規
制
と
原
則
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
諸
州
問
の
取
引
規
制
を
中
心
に
論
ず

そ
の
考
え
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
取
引
に
も
当
て
は
ま
〔
針
。
寸
外
国
と
の
取
引
」
に
つ
い
て
は
、
若
子
の
付
加
的
考
麗

る
こ
と
に
な
る
が
、

が
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

3
で
租
税
法
を
説
明
す
る
中
で
の
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て

。



一O
四

(3) 

州
標
通
商
条
項
の
積
極
面
と
消
極
菌

a
 

を
根
拠
に
連
邦
議
会
が
規
制
立
法
を
行
い
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
積
極
的
に
行
政
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

た
州
際
通
商
法
が
、
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
州
際
通
商
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
機
関
が
「
輸
送
L

の
行
政

積
極
的
側
面
。
州
際
通
商
条
項
に
よ
る
規
制
に
は
、
積
極
的
な
側
面
と
消
極
的
な
側
面
が
あ
る
。
積
極
的
な
側
面
は
、

そ
の
条
項

一
八
八
七
年
に
制
定
さ
れ

パ
ス
、
鉄
道
、
ト
ラ
ッ
ク
、
水
上
輸
送
、
航
空
輸
送
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
運

輸
事
業
の
規
制
を
行
う
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
法
に
よ
り
州
際
通
商
委
員
会
は
規
則
を
制
定
し
、
輸
送
(
可

2
8
0
ユω・

片
山
。
ロ
)
を
規
制
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
聴
聞
を
行
っ
た
後
、
一
般
旅
客
運
送
の
交
通
の
ル

l
ト
お
よ
び
料
金
を
決
定
す
る
こ
と
が
特

に
重
要
な
職
務
で
あ
る
。
今
日
で
は
そ
の
権
隈
は
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
、
輸
送
に
お
け
る
安
全
性
の
規
制
に
ま
で
及
び
、
違
反
に
対
し
て

刑
事
罰
を
科
す
る
こ
と
さ
え
も
許
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
「
輪
送
し
を
例
と
し
て
説
明
し
た
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
銀
行

規
制
に
当
た
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
委
員
会
は
、

法
、
会
社
法
、
環
境
法
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
積
極
的
連
邦
立
法
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(b) 

消
極
的
側
面
。
州
際
通
商
条
項
に
よ
っ
て
州
の
立
法
、
行
政
な
ど
を
否
定
し
た
諸
事
例
に
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
開
門
目
当
時
仏
印
〈

-n丘町内
O
B
U事
件
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ン
タ
イ
・
オ
l
キ
i
(〉ロ片山
I
C
Eぬ
)
し
と
呼
ば
れ
る
州

法
が
違
憲
と
判
決
さ
れ
た
。
当
該
の
法
律
は
、
「
貧
困
者
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
そ
の
州
へ
移
住
さ
せ
る
こ
と
」
を
犯
罪
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
法
律
は
、
州
の
住
民
の
健
康
、
道
徳
お
よ
び
経
済
的
負
担
に
関
す
る
も
の
で
、
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
権
限
に
含
ま
れ
る
も
の

で
あ
る
と
は
雷
え
る
が
、
州
相
互
聞
に
報
復
的
な
立
法
を
呼
び
起
こ
し
、
合
衆
国
全
体
の
統
一
を
傷
つ
け
る
の
で
、
違
憲
な
移
動
禁
止
で

あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
決
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
の
ケ

l
ス
・
ブ
ッ
ク
な
ど
で
は
、
こ
の
事
例
の
よ
う
に
州
へ
の
移
入



を
規
制
す
る
州
法
と
、
移
出
を
規
制
す
る
州
法
と
を
分
け
て
分
析
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
そ
の
区
別
は
意
味
が
な
い
と
考
え
て
い
討
。

連
邦
法
の
先
占
の
理
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
た
と
え
連
邦
法
が
明
文
に
よ
っ
て
規
制
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

州
法
を
違
憲
と
す
る
論
理
枠
組
で
あ
る
。
一
八
五
一
年
の
の

g
u可
4
・∞

sa。
向
者
向
仏

gm札
拠
で
萌
芽
的
考
え
が
示
さ
れ
、

c
q。内

宮
営
再

2
2
5
0
aき
C
E
a
L
R・
札
一
測
で
明
瞭
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
連
邦
法
が
明
瞭
に
禁
止
政
策
を
示
し
て
い

な
く
て
も
、
連
邦
法
の
領
域
で
あ
る
と
一
般
的
に
認
め
ら
れ
、
そ
の
連
邦
政
策
が
強
力
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
連
邦

法
に
よ
っ
て
先
占
さ
れ
て
お
り
、
州
法
が
干
渉
す
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
と
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
「
い
わ
ゆ
る
休
眠
中
の
通

商
条
項
」
に
よ
っ
て
違
憲
無
効
と
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
も
あ
〔
針
。
つ
ま
り
、
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
る
場
合
に
は
、
休
眠
中
の
通
商
条
項

を
州
の
立
法
が
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(1)

合
衆
国
憲
法
第
一
条
一
節
は
、
「
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
立
法
権
は
連
邦
議
会
に
属
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一

O
修
正
は
、
連
邦
憲
法
に
規
定
さ
れ
な
い
こ
と
は
州
の
主
権
に
留
保
さ
れ
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
合
衆
国
憲
法
第
一
条
八
節
は
、
連
邦
議
会

の
立
法
権
を
一
八
項
目
に
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
第
一
八
項
に
は
「
必
要
か
つ
適
切
」
な
付
随
的
権
限
を
も
っ
て
い
る
と
規
定
し
て

お
り
、
ま
た
憲
法
解
釈
の
弾
力
性
の
た
め
に
、
比
較
的
自
由
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。

(
2
)

歴
史
に
つ
い
て
は
、
。
・
者
釦
足
。
P
、ロ凶作

ω石
町
内
包
刊
の

O
R昨

日

ロ

p
o
d
E
g
a
ω
g
g由
呂
田
宮
司
(
S
M
M
}
が
信
頼
で
き
る
文
献
で
あ
る
。
制

連
邦
議
会
の
下
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
そ
の
定
数
が
人
口
に
比
例
し
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
南
部
へ
大
量
の
黒
人
が

移
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
カ
を
失
う
こ
と
を
北
部
諸
州
は
恐
れ
た
が
、

ω
南
部
は
「
市
民
権
」
の
概
念
を
導
入
し
て
黒
人
に
は
選
挙

権
を
付
与
し
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
、
反
対
論
は
カ
を
失
い
、
「
州
際
通
商
条
項
」
が
連
邦
憲
法
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
3
)

虫
σσ
。
5
4・
cm仏
g-
∞
巧
}
掘
削
件
-

H

(

同∞
N
S‘
通
信
社
が
新
聞
社
へ
ニ
ュ
ー
ス
を
電
送
す
る
こ
と
も
「
通
商
」
と
さ
れ
た
。
〉
由

g
n
u
g島

同》吋巾
8
4・
d
口町件。内同盟主
2
・
ω
N
m
d・ω
-
M
(
H

定印)・

州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て

一O
五



一O
六

(
4
)

拙
稿
「
ソ

1
シ
ャ
ル
・
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
が
適
正
手
続
条
項
の
解
釈
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
L

法
哲
学
年
報
(
法
的
推
論
)
ご
九
七
一

年
)
一
七
八
1

一
八
七
頁
に
掲
載
し
た
研
究
ノ

l
ト
で
考
察
し
た
。
そ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
、
州
際
通
商
条
項
の
解
釈
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。

(
5
)

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
関
す
る
事
項
は
も
と
も
と
連
邦
問
題
(
貯
号

E
-
ρ
5
a芯
ロ
)
で
あ
る
(
先
占
さ
れ
て
い
る
)
。
従
っ
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
の
土
地
利
用
や
タ
バ
コ
売
買
の
州
法
に
よ
る
規
制
は
、
連
邦
法
に
よ
る
授
権
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
合
意
と
さ
れ
る
。

2
2弓
富
良
一
山

g
〈・

冨
2
2
z
g
〉
冨
vny巾、吋ユぴ巾
whgNC-ω
・
ω日
品
(
邑
∞
印
)
一
円
丘
町
内
C
5
5
ω
g
z
∞
C出
丘
え

MWAE]一N
郎氏。ロ

4・
h
u
e
M
5
y
c
o
i
F門
出
山
口
吋
ユ
ぴ
伶
w

hF27C・ω・山田(同双山町)・

(6)

邑

d
・ω
h
-〉・

2
5
5
H
ミ
認
や
(
同
∞
∞
斗
)
・

(
7
)

歴
史
的
に
は
、
「
航
海
(
ロ
曲
三
宮
ぶ

o
g」
も
交
通
(
門
日
毘
円
)
の
重
要
な
一
部
円
で
あ
り
、
海
上
輸
送
は
、
商
品
の
輸
送
と
深
い
関
わ
り
を

も
っ
て
お
り
、
航
行
可
能
な
河
川
は
連
邦
政
府
の
通
商
規
制
の
も
と
に
置
か
れ
て
き
た
。
水
路
や
港
湾
の
建
設
・
整
備
も
通
商
に
影
響
を
与
え

る
の
で
、
ダ
ム
の
建
設
は
連
邦
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
洪
水
等
の
防
止
も
、
航
海
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
環

境
の
改
善
も
連
邦
の
権
限
に
含
ま
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

(
8
)
z
d・ω・()・

kr・四

NHCH
合
唱
。
∞
}
・
こ
の
法
律
は
、
有
名
な
シ
カ
ゴ
・
セ
ヴ
ン
の
事
件
で
あ
る

oaロ
ロ
宮
門
巾
片
山
戸
・

4
-
C
E
g仏∞仲間
Z
m
L芯

勺
記
官
。
(
忌
吋
N
)
に
お
い
て
、

2
対
1
で
合
憲
と
判
判
決
さ
れ
た
。

(9)

開門同者間同・門同
mW4・
わ
色
は
c
g
u
-
一山にど・
ω
・
5
0
(
H
E
H
)・

(
叩
)
こ
の
区
別
は
、
い
わ
ゆ
る
ミ
向
性

g-℃
R
E唱
の
理
論
(
民
g
gロ
戸
宮
田
q
u
a
-
H
N
巧
宮
伊
丹
。
口
出
P
。
「
岡
山
内
同
・
告
∞

(
E
N
S
)
を
説
明

す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
こ
の
理
論
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。

(
日
)
同
日
間
。
者
-

N

甲山
Y

口
戸
・
同
出
・

3
a
(
H
∞臼)・

(ロ
)
n
x可
。
同
国
ロ
司
σ田
口
付
〈
・
円
cnry巾
ぬ
円
山
〉
町
、
H，
q宮山口出
YEn-w
品
H
H
d
-
∞・∞
N品
(
冨
吋
ω)・

(
日
)
こ
の
理
論
は
、
同
V
E
g
-
4帥同岡山田
4
2巳
S
F
ω
印
。
ロ
ω
怠叶

(Hcg)
で
ウ
ォ
レ
ン
首
席
裁
判
官
が
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
合
衆
国
懇

法
第
六
条
の
解
釈
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。

n
h
出・司
-
E
O
C門同色付

ω
c
g
W
E
n
-
4・
u
c
足
。
ロ
門
戸
お
自
己
∞
-
U
N
P
U
M印
(
H
2
3



2 

連
邦
法
に
よ
る
取
引
規
制

(1) 

取
引
規
制
の
連
邦
法

ア
メ
リ
カ
の
独
占
禁
止
法
、
証
券
取
引
法
、
消
費
者
信
用
法
な
ど
の
竹
内
昭
夫
教
授
の
研
究
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
「
州
際
通
商

条
項
」
を
立
法
管
轄
の
根
拠
と
し
て
制
定
さ
れ
た
連
邦
法
の
研
究
で
あ
(
れ
。
こ
の
領
域
で
は
、
最
近
の
立
法
例
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、

一
九
九
四
年
に
制
定
さ
れ
た
電
気
、
ガ
ス
な
ど
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
の
持
株
会
社
等
を
厳
し
く
規
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

連
邦
法
が
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
通
常
の
会
社
規
制
は
州
法
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
規
制
が
州
際
通
商
の

促
進
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
最
近
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
電
話
に
よ
る
販
売
を
規
制
す
る
消
費
者
保

護
法
(
、
吋
巳
岳
町
。
ロ
伶
円
。
ロ
吉
田
司
司
g
Z
2
Zロ
〉
立
)
が
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
そ
の
規
制
が
州
際
通
商
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
わ
ざ
わ

ざ
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
立
法
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
、
が
、
本
稿
は
「
州
際
通
商
」
の
説
明
を
主
眼
と
し
て
い
る
の
で
、

そ
の

目
的
の
た
め
に
4
つ
の
連
邦
法
に
注
目
す
る
の
み
に
と
ど
め
た
い
。

(2) 

消
費
者
保
護
・
投
資
家
保
護
の
連
邦
政
策

(a) 

独
占
禁
止
法

ま
ず
第
一
に
独
占
禁
止
法
と
州
際
通
商
条
項
の
関
わ
り
方
か
ら
説
明
を
始
め
る
こ
と
に
す
る
。

一
八
九

O
年
に
シ
ャ

l
マ
ン
法
が
制
定

州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て

一O
七
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さ
れ
、

そ
の
第
一
条
は
共
謀
等
を
違
法
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

一
八
九
五
年
の
口
氏
足
∞
車
内
的
〈
・
∞

h
・関口一

m
z
n
o・
事
併
で

は
、
ア
メ
リ
カ
ン
砂
糖
精
製
会
社
が
全
米
の
砂
糖
輸
入
・
精
製
の
会
社
の
株
式
を
買
い
占
め
、

そ
の
業
界
を
完
全
に
支
配
し
た
こ
と
が
問

題
と
な
っ
た
。

フ
ラ

i
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
書
き
、
こ
の
事
件
で
は
「
生
産
」
の
独
占
が
問
題
と
な
っ
て
い
て
、
「
通
商
」
と
は
関
係
が

な
い
か
ら
、
連
邦
政
府
は
規
制
す
る
権
限
を
も
た
な
い
の
で
、
第
一
条
八
節
三
項
の
適
用
は
認
め
ら
れ
な
い
、

と
判
決
し
た
(
ブ
ラ
i
裁

判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
、
但
し
、

ハ
1
ラ
ン
裁
判
官
反
対
意
見
)
。
こ
の
よ
う
に
、

一
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
「
通
商
」
は
商
品
の
売
主
と

消
費
者
の
関
係
の
み
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
厳
格
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
ニ

O
世
紀
に
な
る
と
商
品
の
流
通
公
己
目
見
え
鬼
門

g
g
)
全
体
を
規
制
の
対
象
と
し
な
げ
れ
ば
州
際
通
商
規
制
の
意
味
が

な
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
の
判
例
法
は
そ
の
動
向
を
変
え
(
問
。
皆
え
甘
え
〈
・
当
包

E
2判
〈
挺
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、

商
品
の
流
れ
に
関
係
が
あ
れ
ば
独
占
禁
止
法
に
よ
り
規
制
で
き
る
と
判
決
し
た
。
通
商
条
項
の
適
用
さ
れ
る
射
程
距
離
が
著
し
く
拡
大
さ

(MV 

れ
、
た
だ
単
に
商
品
の
流
通
だ
け
で
な
く
、
人
や
情
報
の
移
動
も
通
商
条
項
の
規
制
対
象
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
流
れ
に
直
接
は
ま
っ

て
い
な
く
て
も
、
「
実
質
的
に
通
商
に
影
響
を
及
ぼ
す
な
ら
ば
連
邦
の
規
制
が
及
ぶ
」
と
す
る
理
論
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
通
商
条
項

が
連
邦
の
立
法
権
を
制
限
す
る
枠
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
た
。

独
占
禁
止
法
と
州
際
通
商
条
項
の
関
係
は
、
寸
プ
ロ
野
球
リ
l
グ
制
」
に
関
す
る
判
例
で
よ
く
説
明
さ
れ
て
い
る

o
p比
司
乱
開
凶
器
与
包
]

Q
忌
〈
・

2
E
o
s
-
戸

gmco奈
川
巾
で
は
、
プ
ロ
野
球
選
手
本
人
の
同
意
な
し
に
ト
レ
ー
ド
に
よ
っ
て
移
籍
さ
せ
る
の
は
独
占
禁
止
法
に

よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
「
共
謀
」
に
当
た
る
と
主
張
し
て
争
わ
れ
た
が
、

ホ
ー
ム
ズ
裁
判
官
は
、
「
野
球
は
生
産
に
関
係
な
く
、
従
っ
て
通
商

の
対
象
に
は
な
ら
な
い
L

と
述
べ
て
、
独
占
禁
止
法
の
適
用
を
否
定
し
た
。
吋
，
c
c
g。ロ〈・
2
何
者
同

2
w判
決
で
は
、
連
邦
議
会
が
そ
の
適

用
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
そ
の
先
例
に
従
っ
た
が
、
最
近
の
裁
判
所
は
、
プ
ロ
の
サ
ッ
カ
ー
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
は
、



独
占
禁
止
法
に
違
反
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
針
。
リ
ー
グ
制
に
よ
る
独
占
が
許
さ
れ
れ
ば
、
プ
ロ
選
手
は
道
具
に
化
し
て
し
ま
い
、
人
格

を
失
う
こ
と
に
な
る
。
不
当
な
取
引
制
限
が
も
た
ら
す
害
悪
が
明
瞭
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

)
 

b
 

(
 
証
券
取
引
法

お
よ
び
一
九
三
四
年
の
証
券
取
引
法
は
、
不
況
の
中
で
も
っ
と
も
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
一
般
投
資
家
の
利
益

を
保
護
す
る
た
め
に
、
公
正
な
証
券
取
引
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
て
い
れ
。
そ
の
基
本
的
な
考
え
は
、
寸
重
要
な
事
実
」
を

一
般
投
資
家
に
対
し
て
開
示
さ
せ
、
詐
欺
ま
が
い
の
取
引
を
訪
止
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
証
券
取
引
法
の
中
で
特
に
注
目
し
な
け

一
九
一
一
一
三
年
の
証
券
法
、

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
投
資
契
約
」
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、

わ
が
国
の
証
券
取
引
法
は
、
こ
れ
に
倣
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
が
、
日
本
経
済
を
立
て
直
す
た
め
の
資
金
獲
得
と
い
う
国
家
政
策
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、

一
般
投
資
家
の
利
益
保
護
は
軽

視
さ
れ
て
、

ア
メ
リ
カ
法
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

の
知
識
と
い
う
点
で
は
無
知
に
等
し
く
、
専
門
家
と
対
等

で
契
約
さ
せ
る
た
め
に
は
、
十
分
な
情
報
を
提
供
し
て
教
育
す
る
こ
と
が
公
正
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
重
要
な
情
報
の
開
示
義
務

を
課
す
る
こ
と
は
「
州
際
通
商
問
L

の
促
進
に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
(
目
。
と
の
考
え
方
は
、
一
九
一
一
一
五
年
に
制
定
さ
れ
た
持
株
会
社
法

(問。
E
g
m
h
o
B
B
a
〉
出
)
で
も
と
ら
れ
て
い
る
。
契
約
法
の
基
本
原
理
で
あ
る

g
g
E
ぬ
器
事
。
刊
を
廃
棄
し
て
、
「
完
全
な
開
示
」

「
契
約
の
自
由
」
は
大
原
別
で
あ
る
が
、

一
般
投
資
家
は
、
証
券
(
商
品
)

を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
売
り
主
の
側
に
、

よ
り
高
度
の
企
業
倫
理
を
守
る
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
。

(c) 

消
費
者
信
用
保
護
法

一
九
六
八
年
に
貸
付
真
実
法

3
2
F
I
E
-古
急
ロ

mkg)が
制
定
さ
れ
説
。
こ
の
法
律
は
、
消
費
者
信
用
取
引
の
重
要
な
条
件
〈
特

に
利
患
の
実
質
年
率
)
を
開
示
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

3
営
業
日
以
内
に
無
条
件
解
約
す
る
権
利
(
ク

1
リ
ン
グ
・
オ

州
際
通
高
条
項
に
つ
い
て

一O
九



二
O

フ
)
の
告
知
義
務
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
後
、
強
要
的
信
用
取
引
、
賃
金
債
権
の
差
し
押
さ
え
、
信
用
情
報
規
制
、
信
用
機
会
平
等
、
資

金
電
子
移
転
等
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
包
括
し
て
消
費
者
信
用
保
護
法
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
沼

gコ
岡
山
口
問
4
・

司
自
民

q
P
H
E
W
E
Z
E
ω
2
i
n
P
H
R
-
事
件
で
は
、
貸
付
真
実
法
が
、

4
回
以
上
の
割
賦
で
弁
済
さ
れ
る
消
費
者
信
用
貸
付
の
重
要
事

項
の
開
示
を
刑
事
罰
に
よ
っ
て
強
制
す
る
の
は
「
州
際
通
商
条
項
」
に
違
反
す
る
と
争
わ
れ
た
が
、
連
邦
最
高
裁
は
合
憲
と
認
め

A

問。

電
話
販
売
消
費
者
保
護
法

販
売
方
法
の
規
制
の
問
題
は
、
竹
内
教
授
が
深
い
関
心
を
示
し
た
テ
1
マ
で
あ
る
が
、
比
較
的
最
近
、
電
話
販
売
の
消
費
者
を
保
護
す

る
た
め
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
法
律
に
つ
い
て
も
少
し
ふ
れ
て
お
こ
封
。
そ
れ
は
一
九
九
一
年
一
二
月
二

O
日
に
制
定
さ
れ
、

通
信
委
員
会
は
、
電
話
受
信
者
の
プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ
ー
な
ど
の
利
益
を
保
護
す
る
目
的
の
た
め
に
、
聴
聞
を
開
い
た
後
に
、
実
施
規
則
を
作

(d) 
成
し
て
親
制
を
実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
消
費
者
に
十
分
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
と
と
も

に
、
意
思
形
成
に
理
疲
が
あ
る
場
合
に
、
取
引
を
取
り
消
す
権
利
を
認
め
て
い
説
。

(3) 

全
国
的
経
済
政
策
と
取
引
倫
理
規
範

上
で
取
り
上
げ
た
連
邦
法
に
関
す
る
諸
判
例
を
分
析
し
て
み
る
と
、
州
際
通
商
条
項
は
、
連
邦
の
経
済
的
利
益
と
州
の
そ
れ
と
を
調
整

す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
調
整
を
行
う
に
あ
た
り
、
言
論
の
自
由
の
規
制
の
考
え
方

に
似
た
考
え
方
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
の
自
由
意
思
を
前
提
と
し
た
「
契
約
の
自
由
」
は
絶
対
的
に
守

る
が
、
そ
の
契
約
の
方
法
、
場
所
等
の
合
理
的
規
制
は
合
憲
と
す
る
。
さ
ら
に
別
の
視
点
か
ら
こ
れ
ら
の
判
例
を
分
析
し
て
み
る
と
、
州

際
通
商
条
項
が
独
占
禁
止
法
を
適
正
に
運
用
さ
せ
る
倫
理
的
色
彩
の
強
い
指
導
原
理
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
指
導
原
理
は



寸
契
約
の
自
由
」
と
い
う
言
葉
に
包
含
さ
れ
る
自
由
競
争
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
販
売
方
法
の
規
制
を
行
う
た
め
に

使
わ
れ
る
「
不
公
正
L

な
ど
の
用
語
は
倫
理
規
範
で
あ
る
。
「
公
益
」
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
功
利
主
義
の
倫
理
を

含
む
も
の
で
あ
る
が
、
単
純
な
経
済
理
論
の
み
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
種
の
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
観
な
い
し
潔
癖
感
が
判
例

の
な
か
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
M
)

例
え
ば
、
田
中
l
竹
内
『
法
の
実
現
に
お
け
る
私
人
の
役
割
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
)
や
「
消
費
者
信
用
法
」
(
比
較
法
学

会
報
告
、
一
九
七
四
年
)
な
ど
。
な
お
、
竹
内
昭
夫
教
授
の
業
績
は
、
岩
原
紳
作
編
『
現
代
企
業
法
の
展
開
』
(
有
斐
閣
、
一
九
九

O
年
)
七
八

一
丁
七
九
四
頁
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
。

(日
)
C
E
g
a
ω
仲
間
同

2
4・∞
-n・
関
口
紅
宮
〈
U
O
J
E中
d
・ω
-
H
(冨
甲
山
)
・
自
己
仏
〈

-Mvg吋
S
F
H
N∞
C-∞
-
H
(冨
∞
∞
)
で
も
、
「
製
造
」
を
「
通
商
」

と
区
別
し
、
ピ

l
ル
な
ど
を
州
内
で
製
造
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
ア
イ
オ
ワ
州
法
を
合
意
と
し
た
。

(日
)
ω
呈
岸
田
口
己
わ
。
HHH官邸ロ可

4
d
a
R己
ω
S
Z印噌

s
a
d‘
ω
ω
吋印(]唱。印)・

(
口
)
ω
S
F
丘
4・
者
ω
-
g
n
p
N日∞戸山・
ω
-
S日
(
E
N
S
-

(
日
)
巧
}
回
目
ぽ
沼
田
司
、
σ
〉
2
2
U
H
5・
H∞巴・
ω
(い・〉
-
Z
E
N
H
N品
立
が
そ
の
例
で
あ
る
。

(
刊
日
)
匂
内
向
凶
巾
円
何
回
目
∞
向
的
見
}
出
口
。
Z
ぴ
〈
'
Z山
氏
。
口
出
}
戸
m
M
m
w
m
ロク

N印申

C-∞恥

NCC(ENN)

(
却
)
明
日
C
C巳

4・関口
H
H
D
-
S吋
ロ
∞
-N印∞

(HSN)
で
は
、
観
客
の
三
分
一
以
上
が
他
州
の
住
民
で
あ
り
、
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

に
放
映
さ
れ
れ
ば
、
州
際
通
商
条
項
の
規
制
の
対
象
と
な
り
、
独
占
禁
止
法
が
適
用
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。
プ
ロ
野
球
の
リ
ザ
ー
ブ
制
が
争
わ

れ
た
ベ
C
C
}
加。ロ
4
・
Z
巾
語
、
ペ
ミ
}
P
2
m
d・ω・
ω
虫
色
自
己
で
は
、
「
ホ
ー
ム
ズ
裁
判
官
の
先
例
を
否
定
す
る
法
案
が
た
び
た
び
議
会
に
提
出
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
を
通
過
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
先
例
を
強
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
「
そ
の
先
例
は
悪
法
で
あ
る
と
考

え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
改
め
る
の
は
立
法
に
よ
る
以
外
に
な
い
」
と
判
決
し
た
。

(
幻
)
∞

R
ロ
ユ
忠
誠
〉
え
え
出
ω
ω
W
E
d
-∞
-n〉・
2
叶吋出向
H
M
S・-
m
山Aunロ
ユ
広
巾
由
開
凶
門
川
町
山
口
容
〉
円
件
。
内

5
2・
5
d
-
ω
・(い・〉・

2
呂
町
内
定
4
・

州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て



(幻

)
C
C円門常川口

4
・
2
9司
J

ヘC円}内
ω
g
n
w
M
W
M
n
y
M
Hロ畑町内
WWAFNNC-∞
・
品
目
∞

(
]
5
3
)・

(お

)
E
C
-∞
-n-〉
・
明
言
吉
明
吋
申
N
1
A
W
e

(
討
)
同
日

d-∞
-
h・〉・

2]{向日
{}HRHMR4・

(
お
)
冨
C
C門出向ロ
m
d
-
m，
回
ヨ
一
一
可
司
ロ
豆
町
内
向
片
山
c
g
m沙門
4
-
2・
En--
品
H
H
d
-
m
w
部
品
(
巴
戸
}
・

(
お
)
吋
叩
r
u
y
C
Dぬ
の
。
ロ
m
c
g
R
M
V吋
C門
巾
門
付
目
。
ロ
〉
2

0同
回
申
告
唱
品
吋
ロ
ω-n-KF・明

N吋
4vHO印

ω
片山洋画

N
S
h
H
(昌
宏

(VCHHM-
〉
ロ
ロ
ロ
出
}
)
・
ち
な
み
に
、

ハ
い
白
区
伶
吋
巾
]
雪
広
。
ロ
〈
リ
C
2
g
g
m将
司
g
門司円片山
C
P
出
口
弘
わ
0
5宮門戸片山
CHM
〉門叶

E

E

S・
P
H豆
町
円
、
H
O
H
2
0
5
5ロ
ロ
山
口
注
目
。
g
〉
え
え
呂
忠
な
ど
も

同
種
の
立
法
で
あ
る
。

(
幻
)
連
邦
取
引
委
員
会
も
寸
郵
便
ま
た
は
電
話
注
文
に
よ
る
商
品
販
売
」
を
規
制
す
る
規
則
を
一
九
九
三
年
九
月
一
一
一
日
に
制
定
し
、

四
年
三
月
一
日
か
ら
実
施
し
て
い
る
。
民
(
U
-
m
H
山
・
岳
山
-

H

(

呂田)白

一
九
九

3 

州
際
通
商
条
項
に
基
づ
く
課
税
権

(1) 

鮒
際
通
商
条
項
を
根
拠
と
す
る
連
邦
租
税
法

租
税
法
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
憲
法
第
一
条
八
節
一
項
が
、
連
邦
議
会
は
「
租
税
、
関
税
、
輸
入
税
、
消
費
税
を
徴
収
す
る
権

限
を
有
す
る
」
と
定
め
て
い
る
の
で
、
連
邦
が
課
税
権
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
(
川
o

し
か
し
、
課
税
権
は
(
国
家
)
主
権
の
主
要

な
部
分
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
州
に
主
権
が
あ
る
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
お
い
て
、
州
の
主
権
を
侵
さ
な
い
で
課
税
を
行
う
こ
と
は



容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
課
税
の
仕
方
や
間
接
税
と
直
接
税
の
区
別
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
「
州
際
通
商
条
項
」
の
解
釈
が
必

要
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
租
税
法
の
領
域
で
も
、
州
際
通
商
条
項
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
課
税
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た

財
源
の
支
出
が
「
州
際
通
商
」
の
促
進
に
役
立
つ
か
否
か
が
争
点
と
さ
れ
る
事
例
も
少
な
く
な
叫
。

(2) 

州
際
通
商
規
制
の
た
め
の
課
税

ま
ず
∞
山
口
。
コ
・
0
8
M
伶己吋ロ

E
Z
E
E
-判
沢
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
れ
パ
o

こ
の
事
件
で
は
、
年
少
者
労
働
課
税
法

(
2
5
Z
Z吋

、H
，

sn一
戸
邸
宅
)
の
合
憲
法
性
が
争
わ
れ
た
。
こ
の
連
邦
法
の
問
題
の
条
文
は
、

M
歳
以
下
の
子
供
が
製
造
し
た
商
品
が
州
外
に
移
動
さ
れ
る

と
き
に
叩
パ
ー
セ
ン
ト
の
消
費
税
(
日
包
括

ZM)
を
課
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、

M
歳
以
下
の
子
供
を
労
働
者
と

し
て
雇
用
す
る
こ
と
を
禁
示
す
る
連
邦
法
を
違
憲
と
判
決

(
5
対
4
)
し
て
い
た
が
、
そ
の
法
律
の
目
的
を
課
税
権
の
行
使
に
よ
っ
て
実

現
し
よ
う
と
し
た
新
し
い
・
連
邦
法
を
合
憲
と
判
決
し
た
。
課
税
の
目
的
は
問
題
で
は
な
く
、
課
税
の
権
限
が
連
邦
に
あ
る
か
、
州
に
留
保

さ
れ
て
い
る
か
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
連
邦
に
そ
の
権
限
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
以
上
、
連
邦
裁
判
所
が
そ
の
立
法
に
干
渉
す
る
理

由
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
点
は
、
国
m
B
5
0吋〈・
0
m
m
m岳
山
吋
仲
判
〈
拠
に
お
い
て
違
憲
と
判
決
さ
れ
た
連
邦
法
と
実
質
的
に
同
じ
法

律
が
、
連
邦
の
課
税
権
を
根
拠
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
憲
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
課
税
と
い
う
手
段
を
と
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
連
邦
の
州
際
通
商
規
制
を
強
化
で
き
る
し
、
実
際
そ
う
い
う
事
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
の
課
税
は
「
均
一
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
課
税
権
は
む
し
ろ
一
般
的
に
は
州
の
主
権
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
後
に
述
べ
る
よ

う
に
第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
に
反
す
る
事
実
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
州
の
租
税
法
が
違
憲
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
〈
問
。

州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て

一
一一一一



一
一
四

(3) 

多
国
籍
企
業
に
対
す
る
課
税
と
外
国
通
商
条
項

∞

ω『
の
】
邸
可
閉
∞

g
w
司

F
n
d
-
F
g
n
E
8
3
M
F
m
a
c
z
m民営一
g
s車
併
は
、
州
際
通
商
条
項
よ
り
は
外
国
通
商
条
項

S
E哲

8
5
8
0
8
S
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
ォ

l
ニ
ア
州
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
課
税
法
に
基
づ
き
単
一
課

税
方
式
に
よ
り
多
国
籍
企
業
に
課
税
が
な
さ
れ
、
原
告
は
納
税
し
た
後
、
同
法
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
を
争
っ
て
、
そ
の
還
付
を
求
め
た
。

問
題
の
州
法
に
よ
れ
ば
、
全
世
界
に
お
け
る
原
告
外
国
籍
企
業
の
総
所
得
、
人
件
費
、
会
社
財
産
、
売
上
額
を
申
告
さ
せ
、
当
該
の
州
に

住
所
を
有
す
る
外
国
法
人
の
人
件
費
等
の
比
率
の
平
均
を
そ
の
総
所
得
に
掛
け
合
わ
せ
、
そ
の
積
を
同
州
に
お
け
る
課
説
所
得
と
み
な
し

て
、
こ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
税
が
課
税
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
の
法
人
税
は
、
各
法
人
の
本
拠
(
仏
O
B
?

のロ
0
)
を
特
定
し
て
、
そ
れ
が
問
州
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
独
立
の
会
社
と
し
て
扱
う
分
離
課
税
方
式
を
採
っ
て
い
る
。
租
税
条
約
も
ま

た
、
こ
の
分
離
課
税
方
式
を
支
持
し
て
お
り
、
原
告
は
、
キ
ャ
リ
ア
ォ

1
ニ
ア
州
法
は
外
国
通
商
の
妨
げ
に
な
る
と
争
っ
た
の
で
あ
る
。

理
論
的
に
は
キ
ャ
リ
ア
ォ

1
ニ
ア
州
法
の
方
が
現
実
に
合
っ
て
お
り
、
よ
り
理
想
的
な
課
税
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
分
離
課
税
方
式
を

採
用
す
る
場
合
、
外
国
ま
た
は
他
州
に
本
拠
を
有
す
る
関
連
会
社
と
の
取
引
が
公
正
市
場
価
格
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か
否
か
の
審
査
が
あ

る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
審
査
は
実
際
に
は
困
難
で
あ
り
、
租
税
回
避
が
比
較
的
容
易
に
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
単
一
課
税
方
式
の
場

合
に
も
、
別
の
問
題
が
あ
る
。
州
法
を
違
憲
と
す
る
判
決
を
得
る
た
め
に
は
、
納
税
者
は
、

ω
州
の
課
税
の
根
拠
(
と
く
に

gung)、

ω
公
正
な
配
分
、

ω
州
際
通
商
に
不
利
で
あ
る
こ
と
、

ω
州
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
対
価
が
不
釣
り
合
い
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
バ
ー
ク
レ
ー
銀
行
の
訴
訟
の
場
合
の
よ
う
に
「
外
国
と
の
通
商
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
件
で
は
、

国
際
法
と
関
連
す
る
2
つ
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
政
策
が
一
人
の
口
〈
主
権
者
)
か
ら
発
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、



各
国
の
租
税
法
は
、

む
し
ろ
分
離
課
税
方
式
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
州
税
の
個
々
の
算
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
二
重
課
税
が

行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
(
制
。

先
に
紹
介
し
た
バ
ー
ク
レ
ー
銀
行
事
件
で
問
題
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
課
税
法
は
、
租
税
法
研
究
者
か
ら
批
判
を
う
け
て
お
り
、

筆
者
も
改
め
て
本
格
的
に
検
討
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
点
は
別
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ど
の
政
策
を
採
用
す
る
か
は
州

議
会
の
権
限
で
あ
り
連
邦
裁
判
所
が
干
渉
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
と
判
示
し
た
部
分
に
注
意
を
喚
起
す
る
に
と
ど
め
る
。

(犯

)

C
・ω
-
n
3
2・出立
-
Y
∞巾
n-M-
門
戸
は
、
連
邦
債
務
の
弁
済
、
国
防
、
一
般
福
祉
の
目
的
の
た
め
に
、
租
税
、
関
税
、
輸
入
税
、
消
費
税
を

賦
課
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
六
修
正
は
、
所
得
税
に
つ
い
て
、
連
邦
税
は
合
衆
国
を
通
じ
て
均
一
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
条
項
が
一
定
の
歯
止
め
と
な
っ
て
い
る
。

(明日
)
C
E
Z己
皆
同
広
田
〈
・
∞
c
c
a
-
N由叶
C-∞-
H

(

凶器出)・

(
初
)
∞
回
目

HmMN4
ロ
吋
巾
一
討
。
]
司
ロ
門
口
津
信
吋
刊
の
。

-wNm申
C-ω
・凶

{)(HUNN)・

(
況
)
悶
悶

5
5
0円
4・
U
開

m
S
}
g
F
N品
吋

d-
∞-M出
合
唱
毘
)
・

(
明
記
)
吋
ユ

g
g円

U
O
召
・
」
〉
富
山
n
E
m白ロ

0
8白
3
8
0
Z
丘、
H
，

S
E
C『
可

L
C∞
C
・ω・
ω
日∞
{
H

由
記
)
(
ミ
シ
ガ
ン
州
の
付
加
価
値
税
は
州
際
通
商
条

項
に
も
適
正
手
続
条
項
に
も
違
反
し
な
い
)
。

(お

)
E
E
a
m
F口
付
戸
。

4・
司
自
門
町
一
担
問
、
吋
良
∞

S
E
0
2即
日
。
B
F
H
E
ω
・
0
・
N
M
m
p
s
d・ω-HE
司
自
N
E
C
S・

(M)

第
一
点
に
つ
い
て
、
回
出
℃
釦
ロ
ピ
ロ
タ
戸
E
・
4・(
U
C
口
口
々
。
片
付
。
出
〉
ロ
肉
色

g
w
E
H
己・

ω・
お
土

H
S
S、
ま
た
第
二
点
に
つ
い
て
、
わ
C
ロ
門
包
括
司

ゎ
ο召・
0
同
〉
旨
巾
ユ

3
4・
F

S門
医
師
冊
、
吋
出
凶
∞
c
m
丘
・
品
。
ω
C
-
∞
・
自
由
(
冨
∞
ω)参
照
。

州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て

一
一
五



一
一
六

4 

州
際
通
商
条
項
の
解
釈
と
司
法
管
轄
権

(1) 

「
州
際
通
商
」
の
司
法
判
断
基
準

(a) 

連
邦
最
高
裁
判
所
の
役
割

合
衆
国
憲
法
第
一
条
八
節
が
、
連
邦
議
会
に
付
与
さ
れ
る
立
法
管
轄
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
連
邦
法
の
違
憲
立
法
審
査
の
一
つ
の

判
断
基
準
を
示
し
て
い
る
。

2
お
よ
び

3
で
分
析
・
検
討
し
た
諸
判
例
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
州
際
通
商
条
項
」
は
立
法
管
轄
が

連
邦
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
州
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
管
轄
権
配
分
の
一
応
の
基
準
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
基
準
は
、

判
例
法
上
、
大
き
く
揺
れ
て
お
り
、
判
例
法
の
動
向
を
正
確
に
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
た
と
え
断
片
的
に
一
、
ニ
の
判
例
を
読
ん
で
み

て
も
、
州
際
通
商
条
項
の
意
味
を
正
確
に
理
解
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
動
向
に
つ
い
て
、
あ
え
て
一
般
的
に
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
八
八
年
以
前
に
は
、

そ
の
条

項
は
積
極
的
に
諸
州
問
の
通
商
を
促
進
す
る
目
的
で
使
わ
れ
て
は
い
な
い
。
一
八
八
八
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
は
、
商
品
の
流
通
(
の
号
・

2
毘

2
a
g母
国
)
に
注
目
し
、
せ
い
ぜ
い
仕
入
れ
ま
で
し
か
規
制
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
九
一
ニ
三
年
か
ら
一
九
三
六
年
ま
で
の
期

間
は
一
一
ュ

i
デ
ィ

i
ル
の
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
時
代
の
よ
う
に
寸
契
約
の
自
由
」
を
概
念
的
に
と
ら
え
て
一
万
両
断
に
連
邦
法
を

違
憲
と
判
決
す
る
こ
と
は
さ
け
、
憲
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
権
限
を
逸
脱
し
て
行
政
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
判
断
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
人
的
。
そ
し
て
、
一
九
三
七
年
以
降
に
な
っ
て
、
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
影
響
に
よ
り
、
現
実
的
な
解
決
を
図
る
た
め



の
便
利
な
道
具
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
理
論
上
の
判
断
基
準
の
問
題
は
今
日
で
も
未
解
決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。

k
u
 

州
川
際
通
商
条
項
の
問
題
は
通
常
は
財
産
権
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
判
断
の
二
重
の
基
準
に
よ
り
、
連
邦
法
は
い
ち
お
う
合
憲
と
推

へM
m
v

定
さ
れ
る
。
連
邦
の
立
法
管
轄
を
積
極
的
に
肯
定
し
た
事
例
と
し
て
、
ワ
グ
ナ

i
法
(
当
高
見
吋
〉
立
)
に
関
す
る
Z
忠一。

E
H
F何回ぴ
2

H
F
E
Z
E
∞S
邑
4
・

H
S
2
8
2包
括
宮
山
口

ω古
色
円
。
さ
判
F
W
侃
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
の
事
件
で
は
労
働
組
合
を
組
織
す
る
こ
と
を
許
す

全
国
労
働
関
係
法
の
規
定
の
合
意
法
性
が
争
わ
れ
た
が
、
ヒ
ュ
ー
ズ
首
席
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
そ
れ
以
前
の
先
仰
の
適
用
を
否
定
し
、

現
在
の
基
準

合
憲
で
あ
る
と
判
決
し
た
。
州
擦
通
商
条
項
の
解
釈
と
関
連
し
て
、
こ
の
判
決
は
、
第
一
に
、
そ
の
条
項
が
全
国
の
経
済
に
関
係
す
る
も

の
と
理
解
し
、
州
擦
通
商
へ
の
影
響
が
間
接
的
か
直
接
的
か
を
問
題
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
放
棄
し
た
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。

全
国
的
経
済
政
策
が
連
邦
の
州
際
通
商
条
項
に
よ
る
連
邦
の
権
限
に
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
連
邦
農
業
法
を
制
定
す
る
こ
と
は
容
易
で

あ
る
。
実
際
上
、
ぎ
の
片
山
丘
4

明
三
百
話
事
併
で
は
、
小
麦
生
産
量
を
連
邦
政
府
が
設
定
し
た
場
合
、
た
と
え
一
農
家
の
小
麦
栽
培
が
そ

の
自
家
用
に
の
み
使
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
て
い
て
、
他
人
に
何
等
の
関
係
の
な
い
行
為
で
あ
っ
て
も
、
連
邦
の
経
済
政
策
に
影

響
を
与
え
う
る
の
で
、
連
邦
の
規
制
が
及
ぶ
と
判
決
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
で
は
、
連
邦
の
農
業
立
法
は
、

つ
ほ
ど
ま
で
に
成
長
し
て
い
る
。

一
つ
の
体
系
を
も

の
規
制
を
根
拠
に
し
て
、
実
際
上
、
環
境
利
益
の
保
護
も
州
際
通
商
条
項
に
よ
っ
て
図
ら
れ
て
い
る
。
国
民
経
済
の
適
正
化

が
州
際
通
商
の
促
進
に
役
立
つ
と
い
う
上
述
の
判
例
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
連
邦
政
府
が
国
民
経
済
の
促
進
の
た
め
に
環
境
保
護
行
政
シ

「
輪
送
L

ス
テ
ム
を
連
邦
が
導
入
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
事
実
、
一
九
六
九
年
の
全
国
環
境
政
策
法
(
辺
氏
芯
口
弘
明
D
i
gロ
E
g
g
-
P
L
K可
〉
立
)

に
よ
り
連
邦
環
境
保
護
局
が
設
置
さ
れ
、
同
機
関
は
環
境
基
準
を
設
定
し
て
、
様
々
な
連
邦
の
事
業
が
環
境
に
与
え
る
影
響
を
評
価
し
、

州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て

七



J¥ 

そ
の
観
点
か
ら
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
清
浄
な
空
気
に
関
す
る
法
律

(
h
u
s
k吋
〉
立
て
包
括
的
環
境
措
置
・
補
償
・
責

任
法

(hoS円
VEFOD包
括

何

D
i
gロ
5
8
Z
}
河内
wm℃

S
F
h
c
g
H河
口

g
件目。ロ

ω足
立
与
即
日
目

qkr♀
)
な
ど
多
数
の
個
別
的
な
環
境
関
連
の

連
邦
法
が
制
定
さ
れ
て
い
封
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
説
明
す
る
余
地
は
な
い
が
、
こ
れ
と
類
似
の
論
理
を
使
っ
て
、
連
邦
法
の
領
域
は
銀
行

法
、
会
社
法
な
ど
へ
も
拡
張
さ
れ
て
き
て
い
る
。

(c) 

連
邦
の
ポ
リ
ス
・
パ
ワ

i

上
述
の
よ
う
に
、
環
境
法
の
領
域
に
も
連
邦
法
の
権
限
が
及
ぶ
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
の
権
限
は
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
と
呼
ば
れ
る
州
な

い
し
そ
の
地
方
自
治
体
の
権
問
限
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
、
従
来
の
常
識
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
問
。
え
の

g同一♀
ωg-cq可

U
E片

山
口

WEn-
〈
・
富
一
の
宮
町
宮
ロ
ロ

8
2
5
2
2同

Z
丘町
O
ロ
ω
石
2
2
2
2札
燃
で
は
、
ミ
シ
ガ
ン
州
が
自
然
環
境
や
住
宅
環
境
を
保
護
す

る
た
め
に
、
固
形
汚
物
を
他
州
か
ら
運
ん
で
同
州
内
で
処
理
す
る
こ
と
を
禁
止
し
よ
う
と
し
た
が
、
環
境
保
護
は
連
邦
政
策
の
問
題
と
し

て
、
そ
の
規
制
は
州
際
通
商
の
妨
げ
に
な
る
と
判
決
し
た
。
同
様
に
、
連
邦
の
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
は
、
売
春
犯
罪
な
ど
不
道
徳
な
行
為
を

禁
止
す
る
た
め
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

(d) 

ー
州
際
通
商
」
規
制
の
限
界

上
述
の
よ
う
な
現
状
に
照
ら
せ
ば
、
「
州
際
通
商
条
項
」
の
適
用
範
圏
を
連
邦
の
権
限
の
枠
を
画
定
し
て
示
す
よ
り
は
、
州
の
権
限
が
ど

れ
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
捉
え
か
た
を
し
た
方
が
よ
り
現
実
的
で
あ
る
。
実
際
、

い
く
つ
か
の
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
、
連
邦

そ
の
限
界
に
ふ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
項
目
ロ
由
。
ロ
〈

-
E
2
w
百円仏

C
2
w
昌
男
各
打
。
・
事
併
で
は
、
航
行
可
能
な
小

最
高
裁
判
所
は
、

川
に
ダ
ム
を
建
設
す
る
権
限
を
付
与
し
た
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
が
合
意
と
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
で
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、

た
と
え
ダ
ム
建

設
が
航
行
の
妨
害
と
な
っ
て
も
、
住
民
の
生
活
に
直
接
関
係
す
る
場
合
に
は
、
州
の
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
正
当
な
行
使
で
あ
る
と
認
め
ら



れ
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、

F
2
5ミ

pmo札
拠
に
お
い
て
、
ト
l
ニ
裁
判
官
は
、
「
商
品
を
州
か
ら
輸
出
す
る
こ
と
に
対
す
る
連
邦
の
課

税
は
許
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
州
は
主
権
を
も
っ
て
お
り
、
外
国
法
人
が
州
内
で
事
業
を
行
う
こ
と
を
葦
別
的
に
規
制
し
た
り
、

営
業
活
動
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

一
定
の
課
税
権
は
州
主
権
に
固
有
な
も
の
で
あ
り
、
連
邦

政
府
が
州
に
対
し
て
そ
の
税
を
諜
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
主
権
侵
害
の
な
い
場
合
に
は
、
最
近
の
明
，

O
3
c
g片

山
内
)
件

ωω
口問
E
弓
戸
山
口
門
毘
}
}
判
決
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
健
康
お
よ
び
安
全
が
他
の
方
法
で
は
適
切
に
保
護
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
立

証
し
て
、
非
差
別
的
に
規
制
を
行
わ
な
い
限
り
、
州
に
よ
る
通
商
規
制
は
連
邦
法
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
従
わ
さ
れ
る
。

「
州
際
通
商
」
条
項
と
他
の
憲
法
規
定
と
の
関
係

州
際
通
商
条
項
に
よ
っ
て
合
憲
で
あ
る
と
さ
れ
て
も
、
伯
の
憲
法
条
項
に
抵
触
す
れ
ば
、
違
憲
と
さ
れ
る
可
能
性
が
残
っ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
る

o
Z
E
o
s
-
U釦
m
S
C
R
E
g〈
-
d閉
め
弓
事
前
で
は
、
州
際
通
商
条
項
の
審
査
は
ク
リ
ア
で
き
た
の
に
、

陪
審
に
よ
る
審
理

(
第
六
修
正
)

の
権
利
お
よ
び
第
六
修
正
の
権
利
が
侵
害
一
目
さ
れ
た
も
の
と
判
決
さ
れ
た
。
以
下
、
通
高
条
項
と
の
関
係

が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
第
一

O
修
正
、
第
一
一
修
正
、
第
一
四
修
正
(
平
等
保
護
条
項
お
よ
び
適
正
手
続
条
項
)

お
よ
び
第
二
一
修
正

の
解
釈
を
示
し
て
お
こ
う
。

(a) 

第
一

O
修
正

本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
現
在
で
は
、
連
邦
の
権
限
は
著
し
く
拡
大
さ
れ
、
「
州
際
通
商
条
項
」
が
連
邦
政
府
の
権
限
を
制
限
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
合
衆
国
憲
法
第
一

O
修
正
の
規
定
が
「
憲
法
に
よ
り
合
衆
国
に
委
任
さ
れ
て
お

ら
ず
、
憲
法
に
よ
り
州
に
対
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
権
限
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
州
ま
た
は
人
民
に
留
保
さ
れ
る
」
と
定
め
て
お
り
、
州
の

州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て

九



一
二

O

権
限
を
残
し
て
お
く
べ
き
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
当
E
Z
〈
・
冨

g
g
n
y
g肉体
g
h
cロ
ロ
門
口
。
時
打
。
ロ
浮
足
立
宮
口
開
H
H
H
M
L
C
可

2
P

HR-
一
易
一
併
に
お
い
て
、
「
全
部
ま
た
は
一
部
が
公
の
財
源
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
建
設
工
事
の
た
め
に
雇
わ
れ
る
労
働
者
の
半
数
は
ボ
ス
ト
ン

市
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
市
条
例
の
合
憲
法
性
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
ボ
ス
ト
ン
市
が
市
場
参
加
者
(
工

事
注
文
者
)

と
し
て
機
能
し
て
い
る
限
り
、
市
は
条
例
に
よ
っ
て
寸
規
制
L

し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
州
際
通
商
の
妨
げ
に
な
る
と
は
言

え
な
い
と
判
示
し
た
。
ボ
ス
ト
ン
市
が
失
業
対
策
の
た
め
に
市
民
の
職
場
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
条
例
は
、
同
市
の
ポ
リ
ス
・

パ
ワ

i
に
含
ま
れ
る
。

(b) 

第
一
一
修
正

合
衆
国
憲
法
第
一
一
修
正
は
、
「
合
衆
国
の
司
法
権
は
州
に
ま
で
お
よ
ぶ
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
従
つ

て、

2
で
論
じ
た
独
占
禁
止
法
の
事
件
に
州
が
な
ん
ら
か
の
形
で
関
与
し
て
い
る
場
合
、
州
の
責
任
が
免
責
さ
れ
る
か
ど
う
か
、

形
で
訴
訟
が
起
こ
(
引
っ
州
が
主
権
者
と
し
て
行
為
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
免
責
は
認
め
ら
れ
な
い
。

な
ど
の

(c) 

適
正
予
続
条
項
も
州
際
通
商
条
項
と
同
じ
よ
う
に
重
要
な
一
般
条
項
で
あ
り
、

そ
の
解
釈
は
複
雑
で
あ
る
が
、
別
の
論
対
で
詳
し

く
説
明
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
重
複
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
具
体
的
な
事
例
で
説
明
す
れ
ば
、
先
に
紹
介
し
た
バ
ー
ク
レ
ー

銀
行
事
件
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
ォ

1
ニ
ア
州
の
課
税
所
得
の
計
算
に
お
い
て
、
そ
の
計
算
が
あ
る
程
度
ま
で
恋
意
的
に
行
わ

れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、

ま
た
申
告
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
情
報
は
各
国
の
会
社
法
が
要
求
す
る
会
計
報
告
の
中
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
が

あ
り
、

そ
れ
を
別
途
作
成
す
る
の
に
不
当
な
負
担
を
原
告
が
負
わ
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
不
適
正
な
課
税
手
続
き
で
あ
る
と
争
わ
れ
た
。

課
税
が
適
正
な
手
続
き
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
で
も
、

さ
ら
に
州
際
通
商
に
不
当
な
負
担
を
負
わ
せ
る
違
憲
な
課
税
で

〈・

2
2
F
E
E
E
∞
て
き
午
吋
可
。
広
間
町
民

S
E目
立
歌
併
で
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法

あ
る
と
争
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
心
三
口
円
。
召
・



人
が
イ
リ
ノ
イ
州
等
の
倉
庫
か
ら
ノ
l
ス
・
ダ
コ
ウ
タ
州
の
消
費
者
に
対
し
て
商
品
の
通
信
販
売
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

ダ
コ
ウ
タ
州
が
消
費
税

(
5
2
S
)
を
課
す
る
の
は
適
正
手
続
き
に
違
反
し
な
い
と
判
決
さ
れ

A

問。

ノ
!
ス
・

(d) 

平
等
保
護
条
項

平
等
保
護
条
項
に
関
し
て
は
、
市
民
的
権
利
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
解
釈
を
争
っ
た
多
く
の
判
例
が
あ
る
。
例
え
ば
、
出

g
ユ

旨

-gg
富
。
件
。
同
〈

-
C
E
Z仏
印

g
g札
拠
で
は
、
高
速
道
路
の
近
く
に
建
て
ら
れ
た
モ
ー
テ
ル
が
黒
人
の
客
を
拒
否
し
た
の
は
、
合
衆

国
憲
法
第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
が
禁
止
す
る
差
別
に
よ
っ
て
、
州
際
通
商
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
判
決
を
下
し
た
。
同
様

パ
ス
な
ど
の
利
用
に
お
け
る
差
別
を
禁
止
し
〈
問
。
し
か
し
、
ピ
ロ
在
宅
4
・
Z
E
R巴
門
司
ぎ
巳
の
の

g
n。・ 。

炉命、

に
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
鉄
道
、

事
件
、
岡
山
知
的

za開
凶
官
。
間
的
〉
向
。
一
ロ
ミ
〈
・

2
作
者
J

問
。
吋
}
州
事
件
な
ど
で
は
、
人
種
差
別
以
外
の
差
別
が
争
わ
れ
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
合

理
的
な
差
別
か
否
か
は
原
則
的
に
立
法
裁
量
の
問
題
で
あ
り
、
合
理
的
な
差
別
は
合
憲
と
さ
れ
る
と
し
て
、
問
題
の
差
別
を
合
憲
と
判
決

し{問。い
わ
ゆ
る
ウ
ォ
レ
ン
裁
判
所
の
時
代
以
降
に
は
、
裁
判
所
は
実
質
的
な
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
積
極
的
な
審
査
を
行
う
よ
う
に
な

っ
凶
。
宮
島
是

2
5
E
B師
事
{
併
で
は
、
メ
ア
リ
l
ラ
ン
ド
州
法
が
、
生
活
保
護
の
最
低
基
準
を
設
置
し
た
の
を
合
憲
と
し
た
。
出

E

円関
V

J

「
・
垣
内
窃
窓
口
事
。
ロ
∞

Z
Z
〉
若
宮
〉
仏
語
吋
片
山
包
括
打
。
自
由
町
田
町
。
口
事
件
で
は
、
リ
ン
ゴ
の
商
品
表
示
は
、
州
の
基
準
に
従
つ
て
な
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
く
、
連
邦
の
基
準
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
「
州
際
通
商
」
に
役
立
つ
と
判
決
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
1

印刷
M
V
R
S
ω
a
g
W
E
n
-

〈

E
E
n
S
F
S
E
C
S
F号
事
(
併
で
も
、
薬
品
の
卸
売
り
価
格
の
差
別
を
禁
止
し
た
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
裂
を
合
憲
と
し

た
。
同
様
の
論
理
に
よ
り
、
出

B
E
D
-
F
a
g仏
者
2
3
0
E印
刷
在
日
当
塁
打

0・〈
-
C
E
Z
2
5
2
q
Z
2
5
4
8
0
ユ
pg)札
拠

で
は
、
テ
キ
サ
ス
州
内
の
駅
の
間
の
切
符
代
金
に
比
べ
て
、
州
外
の
駅
へ
の
運
送
料
金
が
高
す
ぎ
る
場
合
、
通
商
条
項
に
違
反
す
る
と
判

州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て



一一一一一

決
さ
れ
た
。

(e) 

第
二
一
修
正

第
二
一
修
正
は
、
酒
類
の
輸
入
等
を
禁
止
す
る
法
律
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
よ
り
酒
類
の
取
引
に
関
す
る
州
の
立
法
裁
量
が
拡
げ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
上
述
の
よ
う
な
諸
州
問
の
差
別
を
禁
止
す
る
政
策
は
、
こ
の
よ
う
な
取
引
に
も
当
て
は
ま
れ
。

(3) 

司
法
管
轄
権

上
に
述
べ
た
こ
と
だ
け
で
す
べ
て
の
説
明
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
が
、
最
後
に
司
法
管
轄
権
と
州
際
通
商
条
項
と
の
関
係

を
述
べ
て
本
稿
を
終
わ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
州
際
通
商
」
の
問
題
は
連
邦
問
題

2
0
牛
耳
と

ρ
5注
目
。
ロ
)
で
あ
り
、
連
邦
裁
判
所
が
そ
れ

に
つ
い
て
裁
判
管
轄
権
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
雷
う
ま
で
も
な
〈
叫
。
し
か
し
、
「
通
商
」
と
い
う
一
言
葉
の
理
解
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変

わ
っ
て
い
て
、
現
在
で
も
そ
の
解
釈
が
揺
れ
動
い
て
い
る
。
事
件
に
よ
っ
て
は
、
「
州
際
通
商
条
項
L

の
事
件
と
し
て
連
邦
裁
判
所
が
審
理

八
刊
刷
】

す
る
の
が
適
切
か
ど
う
か
と
い
う
裁
判
管
轄
権
の
問
題
が
争
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
。
即
日
目
。
吋
〈
・
同
己
耳
目

g
g
¥』

C
吋
凶
器
。
口
問
、
知
H
g
h
c召・

判
(
拠
で
は
、
市
民
権
に
関
す
る
法
律
に
違
反
し
て
年
齢
に
基
づ
く
差
別
が
行
わ
れ
た
か
否
か
争
わ
れ
た
が
、
当
該
事
件
に
適
用
の
あ
る
証

券
取
引
所
の
規
則
に
は
仲
裁
条
項
が
含
ま
れ
て
お
り
、
仲
裁
に
よ
っ
て
紛
争
が
処
理
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
が
ま
ず
問
題
に
な
っ
た
。
そ
の

法
樟
は
強
行
法
規
で
あ
る
か
ら
、
誼
接
裁
判
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
原
告
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
連
邦
最

高
裁
判
所
は
、
仲
裁
に
よ
る
解
決
は
州
際
通
商
を
促
進
す
る
の
に
役
立
つ
と
す
る
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
独
占
禁
止
法
の
違
反

規
制
に
一
種
の
抜
け
穴
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、

に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
ま
で
仲
裁
に
よ
る
解
決
が
強
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
司
法
制
度
上
、

と
危
慎
さ
札
制
。

2
で
説
明
し
た
連
邦
の
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(
臼
)
連
邦
の
政
策
が
非
常
に
強
力
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
連
邦
法
に
よ
り
排
他
的
な
司
法
管
轄
権
の
規
定
が
置
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例

え
ば
、

2ω
で
紹
介
し
た
電
話
販
売
消
費
者
保
護
法
、
ミ
ロ
ωゎ
・
〉
・
間

N
N
叶(ゆ)・

(
臼
)
の
ロ

5
2
〈

-
E
g
g
g
R
¥】

O
Y
口問。ロ円、
m
g
m
h
o
円?一
w
o
o
d
-
∞-
N
C
C
S
H
)
・

(
日
)
仲
裁
に
関
す
る
最
近
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
拙
稿
『
国
際
仲
裁
の
主
要
判
例
i
仲
裁
判
断
の
蓄
積
に
よ
る
国
際
仲
裁

法
の
形
成
』
(
国
際
商
事
仲
裁
協
会
、
一
九
九
三
年
)
参
照
。
本
文
で
指
摘
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
す
る
必
婆
が
あ
る
。

5 

州
擦
通
商
条
項
の
今
日
的
意
味

i
結
び
に
代
え
て

合
衆
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
と
き
、

そ
の
起
草
者
た
ち
は
、
州
の
主
権
を
で
き
る
だ
け
尊
重
し
、
独
立
戦
争
等
の
目
的
に
対
外
的
に
必

要
な
限
度
で
の
み
、
連
邦
政
府
に
権
限
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
戦
争
に
必
要
な
軍
隊
を
維
持
し
、
統
一
通
貨
を
管
理

し
、
郵
便
事
業
を
行
う
こ
と
ぐ
ら
い
が
、
連
邦
の
権
限
の
主
要
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
通
商
条
項
の
立
法
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ

り

い
か
な
る
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
か
は
、
憲
法
の
条
文
だ
け
か
ら
で
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
今
日
の
「
州
際
通
商
条
項
L

は
、
連
邦
政
府
の
立
法
、
行
政
、
司
法
の
権
限
を
著
し
く
拡
大
さ
せ
る
礎
石
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
条
項
は
、
本
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
し
た
よ
う
に
、
第
一
に
、
連
邦
議
会
が
積
極
的
に
立
法
を
行
う
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
当
然
、
輸
送
機
関
の
通
行
権
、

路
線
、
料
金
、
免
許
税
等
に
関
す
る
規
制
が
中
心
と
な
る
が
、
海
上
輸
送
・
水
上
輸
送
と
の
関
係
で
環
境
保
護
立
法
へ
と
拡
が
っ
て
い
る
。

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
取
引
と
の
関
連
で
狩
猟
権
に
関
す
る
規
制
も
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
課
税
の
他
、
牧
畜
業
経
営
、
ミ
ル
ク
製

造
、
酒
類
の
取
引
、
銀
行
、
薬
品
売
買
、
火
薬
、
爆
発
物
の
取
扱
い
、
住
宅
、

ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
、
出
版
、
不
動
産
、
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
、

州
際
通
商
条
項
に
つ
い
て

一
一
一
五



一
二
六

雇
用
関
係
な
ど
の
領
域
ま
で
立
ち
入
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
州
際
通
商
条
項
の
解
釈
が
連
邦
裁
判
所
で
争
わ
れ
る
と
き
、
州
法
の
規
制
を
監
視
し
、
抑
止
す
る
機
能
も
果
た
し
て
い
説
。

こ
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
異
な
る
視
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
連
邦
政
府
の
一
般
政
策
を
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
行
使

の
形
で
強
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
州
法
の
規
制
が
通
商
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
実
際
に
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三

に
、
諸
州
の
規
制
の
聞
に
不
統
一
が
あ
り
、
不
当
な
い
し
差
別
的
な
州
法
の
規
制
を
抑
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
ニ
つ
の
視
点
に
立
つ

規
制
の
た
め
に
、
理
論
的
に
は
、
州
際
通
商
条
項
の
解
釈
に
関
す
る
「
連
邦
先
占
理
論
」
や
「
休
眠
理
論
」
が
使
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
連
邦

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
全
体
の
経
済
政
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
、
微
調
整
を
す
る
の
に
役
立
っ
て
き
た

先
占
L

の
原
理
は
、
実
際
に
は
、

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
の
理
論
も
、
現
実
の
市
場
の
力
関
係
に
は
不
公
正
な
い
し
不
公
平
な
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
裁

判
所
が
そ
れ
を
除
去
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
「
州
瞭
通
商
L

条
項
は
、
倫
理
規
範
の
性
質
を
も
っ
。

最
後
に
、
本
研
究
の
結
果
、
何
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
憲
法
の
番
人
で
あ
り
、
そ
の
主
た
る
義
務
は
基
本
的

人
権
の
保
護
に
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
合
衆
国
の
経
済
政

策
の
実
施
に
当
た
っ
て
き
た
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
単
に
独
占
禁
止
政
策
を
理
論
的
に
説
明
し
て
き
た
だ
げ
で
な
く
、
環

境
問
題
、
消
費
者
問
題
な
ど
国
民
生
活
全
体
に
わ
た
っ
て
、
重
要
な
利
益
調
整
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
一
方
で
「
契

約
の
自
由
」
を
徹
底
的
に
守
ろ
う
と
し
た
場
合
、
結
果
と
し
て
起
り
う
る
不
正
に
対
す
る
手
当
て
を
し
て
き
た
。
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法

の
形
成
の
過
程
を
仔
細
に
研
究
し
て
み
る
と
、
筆
者
に
は
本
稿
で
示
し
た
法
の
発
展
の
歴
史
を
た
ど
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
理
由
か
ら
も
、
州
際
通
商
条
項
の
研
究
は
こ
れ
だ
げ
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、

さ
ら
に
深
く
、
精
密
に
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。



こ
の
論
稿
は
、
患
師
と
し
て
、
先
輩
と
し
て
、
ま
た
同
僚
と
し
て
、
企
業
法
学
専
攻
平
成
二
年
創
立
以
来
、
公
私
に
わ
た
り
世
話
に
な
っ

た
竹
内
昭
夫
教
授
、
奈
良
次
郎
教
授
、
平
出
慶
道
教
授
、
吉
牟
田
勲
教
授
の
ご
退
官
を
記
念
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

と
り

あ
え
ず
各
先
生
の
研
究
領
域
に
関
連
す
る
諸
問
題
を
中
心
に
考
察
を
進
め
た
。
そ
れ
で
も
、
州
際
通
商
条
項
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、

一
通
り
概
略
は
説
明
で
き
た
と
思
う
。
将
来
の
本
格
的
研
究
の
基
礎
作
り
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

(
伺
)九

九
三
年
)

ア
メ
リ
カ
法
の
二
一
元
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
た
、
拙
稿
「
エ
リ
i
判
決
の
再
検
討
L

企
業
法
学
第
2
巻
(
商
事
法
務
研
究
会
、

一
七
二
l

一
八
八
頁
も
こ
の
視
点
に
立
っ
た
研
究
で
あ
る
。

[
追
記
]
一
九
九
五
年
三
月
二

O
日
に
木
南
敦
『
通
商
条
項
と
合
衆
国
憲
法
』
(
東
京
大
学
出
版
会
)
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
著
者
に
は
、
本
稿

で
言
及
し
た
冨
円
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向
者
向
色
合
口
∞
な
ど
の
諸
判
決
の
詳
細
な
分
析
が
見
ら

れ
る
。州

際
通
商
条
項
に
つ
い
て

一
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